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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 

決算年月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 

売上高 （千円） － － － － 13,136,054 

経常利益 （千円） － － － － 589,099 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
（千円） － － － － 362,937 

包括利益 （千円） － － － － △180,912 

純資産額 （千円） － － － － 4,332,338 

総資産額 （千円） － － － － 9,591,372 

１株当たり純資産額 （円） － － － － 589.22 

１株当たり当期純利益金額 （円） － － － － 49.36 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － － － － 45.2 

自己資本利益率 （％） － － － － 8.4 

株価収益率 （倍） － － － － 8.00 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － － △36,232 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － － 54,718 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － － △174,988 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） － － － － 2,569,938 

従業員数 
（人） 

－ － － － 674 

［外、平均臨時雇用者数］ [－] [－] [－] [－] [236] 

（注）１．第54期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．売上高には消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 

決算年月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 

売上高 （千円） 10,380,600 12,280,871 13,028,002 13,601,750 13,084,720 

経常利益 （千円） 292,864 632,361 839,176 831,570 570,502 

当期純利益 （千円） 33,012 252,652 366,069 260,832 350,734 

資本金 （千円） 1,399,000 1,399,000 1,399,000 1,399,000 1,399,000 

発行済株式総数 （千株） 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 

純資産額 （千円） 3,676,087 3,985,132 4,303,575 4,404,894 4,592,737 

総資産額 （千円） 7,927,249 9,402,294 10,419,748 9,700,568 9,412,720 

１株当たり純資産額 （円） 480.01 520.36 585.29 599.08 624.63 

１株当たり配当額 

（円） 

6.00 8.00 8.00 9.00 9.00 

(うち１株当たり中間配当

額) 
(－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 4.31 32.99 48.16 35.47 47.70 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 46.4 42.4 41.3 45.4 48.8 

自己資本利益率 （％） 0.9 6.6 8.8 6.0 7.8 

株価収益率 （倍） 59.62 7.43 7.43 13.19 8.28 

配当性向 （％） 139.19 24.25 16.61 25.37 18.87 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 863,148 1,326,888 1,400,891 △182,041 － 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △82,442 △22,437 △294,263 △164,181 － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △235,960 △174,559 △451,304 △170,265 － 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） 1,379,913 2,511,243 3,166,664 2,649,779 － 

従業員数 
（人） 

562 564 572 590 614 

［外、平均臨時雇用者数］ [192] [205] [219] [228] [221] 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第54期より連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッ

シュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローおよび現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりま

せん。 

３. 第51期の１株当たり配当額には、創立50周年記念配当２円、第52期の１株当たり配当額には、特別配当２

円、第53期の１株当たり配当額には、関東支社（旧、東京支社）移転記念配当１円を含んでおります。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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２【沿革】

 当社は、橋梁の調査・設計などのコンサルティング業務を目的として昭和38年１月東京都文京区駒込神明町におい

て資本金200万円をもって設立しました。

 その後、橋梁の調査・設計などのコンサルティング業務で事業基盤を確立し、以降、主として官公庁が発注する建

設事業に関する調査・設計などのコンサルティング業務全般の業務に進出し、積極的な拡大を図ってきました。

 主な沿革は以下のとおりであります。

年月 概要

昭和38年１月 大日本コンサルタント株式会社設立

昭和38年７月 測量業者登録

昭和39年10月 大阪出張所開設（昭和47年10月名称を大阪支社に変更）

昭和39年10月 富山出張所開設（昭和56年３月名称を北陸支社に変更）

昭和39年10月 名古屋出張所開設（平成10年７月名称を中部支社に変更）

昭和39年12月 建設コンサルタント（建設コンサルタント登録規程の施行に伴い）登録

昭和41年４月 埼玉県越谷市に技術本部を開設（平成14年７月名称を東京支社に変更）

昭和47年１月 本社を東京都千代田区神田に移転

昭和47年４月 仙台支所開設（昭和60年４月名称を東北支社に変更）

昭和47年７月 沖縄支所開設（平成25年11月名称を沖縄事務所に変更）

昭和47年９月 福岡支所開設（平成10年７月名称を九州支社に変更）

昭和50年４月 本社を東京都文京区本駒込に移転

昭和52年12月 一級建築士事務所登録

昭和53年１月 地質調査業者登録

昭和55年４月 本社を東京都台東区東上野に移転

昭和57年４月 宇都宮営業所開設（平成８年７月名称を宇都宮事務所に変更）

昭和57年６月 盛岡営業所開設（平成８年９月名称を盛岡事務所に変更）

昭和59年４月 四国営業所開設（平成18年７月名称を四国支店に変更）

昭和60年８月 新潟営業所開設（平成３年６月名称を新潟事務所に変更）

昭和61年５月 横浜事務所開設（平成23年７月名称を横浜支店に変更）

昭和61年10月 福島営業所開設（平成４年８月名称を福島事務所に変更）

平成元年４月 本社を東京都台東区松が谷に移転

平成２年５月 岡山出張所開設（平成５年７月名称を岡山事務所に変更）

平成２年６月 北陸支社社屋竣工

平成５年12月 東京都豊島区駒込に本社社屋を竣工し移転（登記上は平成６年４月）

平成７年４月 建設コンサルタント１部門（建設環境部門）を追加登録

平成７年６月 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成８年11月 ベトナムに合弁会社NE-CMT Engineering Co., Ltd.を設立（平成９年４月操業開始）

平成９年６月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

平成10年11月 東京支社が品質システム規格ISO9001認証取得

平成11年12月 ベトナムの合弁会社を100％子会社とし、Nippon Engineering-Vietnam Co., Ltd.（現連結子会

社）に名称変更

平成12年11月 本社、中部支社が品質システム規格ISO9001認証取得

平成12年12月 環境マネジメントシステム規格ISO14001（全社版）認証取得

平成13年６月 建設コンサルタント１部門（農業土木部門）を追加登録

平成13年10月 各支社の品質マネジメントシステムを統合して統合品質マネジメントシステムを確立

平成14年７月 中国事務所開設（平成18年７月名称を中国支店に変更）

平成14年10月 品質マネジメントシステムと環境マネジメントシステムを統合して、統合品質、環境マネジメン

トシステムを確立

平成15年１月 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関登録（平成25年３月廃止）

平成17年４月 建設コンサルタント１部門（港湾及び空港部門）を追加登録

平成17年12月 ベトナムにハノイ事務所を開設

平成21年10月 子会社のＮＥテクノ株式会社（現連結子会社）を設立
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年月 概要

平成25年６月 ＩＣＴ統括センター、横浜支店が情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）規格

ISO/IEC27001認証取得

平成27年７月 東京支社を埼玉県さいたま市に移転し、名称を関東支社に変更

平成27年11月 岐阜県岐阜市に株式会社トオヤマと合弁で株式会社清流パワーエナジーを設立

 

 

３【事業の内容】

 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、大日本コンサルタント株式会社（当社）、Nippon Engineering-

Vietnam Co., Ltd.（連結子会社）、ＮＥテクノ株式会社（連結子会社）および株式会社清流パワーエナジー（持分

法非適用関連会社）の４社により構成されており、主な事業内容は、社会資本整備に関するコンサルタント業務のう

ち、調査・計画・設計・工事監理などであります。

 事業内容と当社および当社の関係会社の位置付けは、次のとおりであります。なお、当社グループは単一事業の企

業グループでありセグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しております。

 連結子会社との営業取引は、主として当社が委託する構造物のＣＡＤによる図化業務、設計アドバイザリー業務、

橋梁点検業務、発注者支援補助業務、一般派遣業務であります。また、平成27年11月に株式会社トオヤマと合弁会社

である株式会社清流パワーエナジーを設立し、総合エネルギーサービス事業を展開しております。

(1) 構造保全部門 

橋梁や地下構造物などを中心とした新設構造物の計画・設計業務および既存構造物の点検、補修・補強、修繕計

画などの保全関連業務を行っております。

(2) 社会創造部門 

道路計画・設計、交通計画、都市および地方計画、環境調査・計画などに関する業務を行っております。

(3) 防災部門 

河川・砂防計画、地質調査、探査、港湾などの調査・計画・設計に関する業務を行っております。

(4) 海外・施工管理部門 

国外における道路および橋梁建設プロジェクトの調査・計画・設計業務ならびに国内外における工事の実施に関

する施工監理業務などを行っております。

以上の当社グループについて図示すると次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の
所有割合
または被
所有割合

関係内容

（連結子会社）          

Nippon Engineering

-Vietnam Co., Ltd.

ベトナム国

ホーチミン市

百万ドン

3,833
ＣＡＤ設計業務 100％

①役員の兼任 
当社従業員１名が当該子会社の役員
を兼任している。 

②営業上の取引 
当社は当該子会社に対し、設計業務
の一部を委託している。 

③資金援助、設備の賃貸借、業務提携 
記載すべき事項はない。 

ＮＥテクノ株式会社
さいたま市 

中央区

百万円

20

設計アドバイザ

リー業務、橋梁

点検業務、発注

者 支 援 援 助 業

務、一般派遣業

務

100％

①役員の兼任 
当社役員１名、従業員３名が当該子
会社の役員を兼任している。 

②営業上の取引 
当社は当該子会社に対し設計業務の
一部、橋梁点検業務を委託してい
る。、当該子会社から一部派遣社員
を受け入れている。 

③資金援助、設備の賃貸借、業務提携 
当社は、当該子会社に対し社屋の一
部を賃貸している。 

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、当社グループは単一事業の企業グループでありセグメント情報を記載していな

いため、連結子会社が行う主要な事業を記載しております。

２．上記子会社は、いずれも特定子会社に該当せず、また、有価証券報告書および有価証券届出書を提出しており

ません。

３．上記以外に持分法非適用関連会社が１社あります。

 

５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

当社グループは単一事業の企業グループでありセグメント情報を記載していないため、セグメント別の従業員数

は記載しておりません。

平成28年６月30日現在

従業員数（人） 674（236）

 （注）従業員数は、正社員および嘱託社員からなる就業人員（当社から社外への出向者を除く）であります。また、臨

時雇用者数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

 

(2) 提出会社の状況 

平成28年６月30日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

614(221) 44.4歳 15.8年 6,977,272

 （注）１．従業員数は、正社員および嘱託社員からなる就業人員（当社から社外への出向者を除く）であります。ま

た、臨時雇用者数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

２．平均年間給与（税込）は、賞与および基準外賃金が含まれております。

(3) 労働組合の状況

ａ．名称     ＮＥ労働組合

ｂ．上部団体   上部団体には加盟しておりません。

ｃ．結成年月日  平成10年９月１日

ｄ．組合員数   215名（平成28年６月30日現在）

ｅ．労使関係   特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を柱

とする経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下などにより交易条件が改善する中

で、緩やかな景気回復基調が継続しているものの、中国をはじめとする新興国などの景気の下振れ、金融資本・商

品市場の動向、地政学的な不確実性など、景気の先行きは依然不透明な状況にあります。 

当社グループが属する建設コンサルタント業界では、平成27年度の公共事業予算が、東日本大震災からの復興加

速、激甚化する気象災害などへの対応、インフラの老朽化対策など緊急性の高い事業に重点化されたこともあり、

地域や事業分野によっては発注量が想定を下回るなど、受注環境は大きく変化しております。 

当社グループは、このような市場環境を踏まえ、競争力の向上に向けた取組を強化するとともに、将来の業容拡

大に向けたインフラ技術研究所のブランド技術の開発に予算を重点配分し、積極的な技術開発を実施してまいりま

した。特にエネルギー分野に関しましては、「水素インフラ事業」「再生可能エネルギー事業」の早期事業化を図

るため、株式会社トオヤマと合弁会社である株式会社清流パワーエナジーを平成27年11月に設立（当社グループ持

株比率50％）し、平成28年３月より「水素インフラ事業」の一部である水素ステーション事業を開始いたしまし

た。さらに、平成28年４月に熊本県を中心に甚大な被害をもたらした熊本地震においては、発災後速やかに支援チ

ームを派遣し、被害状況の把握、緊急点検、復旧計画の策定などの支援にあたっております。 

以上のような事業経過のもと、当連結会計年度における当社グループ全体の業績は、受注高は140億８千６百万

円、受注残高は89億７千３百万円となりました。売上高については、下半期に業務が集中し、大型業務について売

上高が来期へずれ込んだ結果、131億３千６百万円に留まりました。利益面におきましても、売上高の減少により

粗利が減少したこと、また、関東支社の移転に伴い什器備品に係る一時費用を計上した結果、営業利益は５億９千

４百万円、経常利益は５億８千９百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は３億６千２百万円となりました。 

なお、当連結会計年度は連結財務諸表作成初年度であるため、前年度との比較は行っておりません。 

部門別の状況を示すと次のとおりであります。なお、当社グループは単一の報告セグメントであるため、セグメ

ントごとの記載はしておりません。 

〔構造保全部門〕 

 当部門の受注高は60億５千２百万円、受注残高は30億１千１百万円、売上高は65億２千８百万円となりました。

主な受注業務として、西日本高速道路（ＮＥＸＣＯ西日本）管内における舞鶴若狭自動車道 石原高架橋他２橋橋

梁設計検討業務、東京都の夢の島大橋予備設計業務があげられます。 

〔社会創造部門〕 

 当部門の受注高は38億６千万円、受注残高は23億２千９百万円、売上高は38億１千万円となりました。主な受注

業務として、横浜市の横浜港ロジスティクス施設整備検討業務、富山県南砺市におけるバイオマス産業都市構想策

定支援業務があげられます。 

〔防災部門〕 

 当部門の受注高は18億５百万円、受注残高は９億８千３百万円、売上高は18億１千５百万円となりました。主な

受注業務として、北海道開発局管内における駒ヶ岳火山地上電気探査業務、岩手県の簗川ダム貯水池地すべり等調

査解析業務があげられます。 

〔海外・施工管理部門〕 

 当部門の受注高は23億６千７百万円、受注残高は26億４千９百万円、売上高は９億８千万円となりました。主な

受注業務として、国際協力機構（ＪＩＣＡ）からケニア共和国におけるモンバサ港ゲートブリッジ建設事業準備調

査、中日本高速道路（ＮＥＸＣＯ中日本）管内における東名高速道路 東名工事区施工（調査等）管理業務があげ

られます。 
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(2) キャッシュ・フロー 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、25億６千９百万円となり

ました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金純額は、３千６百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益５

億８千８万円に、減価償却費１億７千３百万円の非資金費用のほか、たな卸資産の増加額２億７千５百万円、

未成業務受入金の減少額１億７千３百万円、法人税等の支払額１億９千８百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金純額は、５千４百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出１億５千６百万円、有形固定資産の売却による収入２億６千１百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金純額は、１億７千４百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によ

る支出１億円、配当金の支払額６千５百万円によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

 当社グループは、単一の報告セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につきましては、事業の部門別に

記載しております。

 

(1) 生産実績

当社グループは、主として官公庁より調査・計画・設計に係る業務を受託して行っており、生産実績を定義す

ることが困難であるため、生産の状況の記載はしておりません。

 

 (2) 受注状況

 当連結会計年度の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

構造保全 6,052,640 － 3,011,382 －

社会創造 3,860,803 － 2,329,687 －

防災 1,805,954 － 983,680 －

海外・施工管理 2,367,180 － 2,649,183 －

合計 14,086,578 － 8,973,933 －

 （注）１．数量につきましては、業種の特殊性から把握が困難なため記載を省略しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

 当連結会計年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

部門
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

前年同期比（％）

構造保全（千円） 6,528,860 －

社会創造（千円） 3,810,625 －

防災（千円） 1,815,828 －

海外・施工管理（千円） 980,739 －

合計（千円） 13,136,054 －

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。

相手先

当連結会計年度
（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

金額（千円） 割合（％）

国土交通省 4,714,566 35.9

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

 当社グループを取り巻く事業環境は、地震、津波および豪雨などの自然災害の脅威から尊い生命を守り、安心・安

全な国土の形成、既存ストックの有効活用、環境の保全と創出など、社会資本整備に対するニーズは増大しておりま

す。当社グループは、これらのニーズに的確かつ効率的に応え、経営理念としている「美しく魅力ある国土の建設と

保全」と「安全で快適な住まい環境の創出」に貢献するとともに、企業の発展のため、第11次中期経営計画では次の

課題に取り組んでまいります。 

（1） 競争力の強化 

・プロポーザル対応力強化 

・人材育成（技術・管理部門プロフェッショナル人材） 

・コアコンピタンス部門と新規事業領域の早期確立 

（2） 収益性の向上 

・グループ全体の生産力強化 

・営業、管理部門体制見直し 

・生産システムの改革、社員の能力向上、モチベーションアップによる効率化推進 

（3） 社会ニーズへの対応 

・企業統治の強化 

・品質確保体制の整備 

・社員のワークライフバランスの実現、ダイバーシティへの対応 

・社会環境領域への挑戦 

 

４【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 官公庁への依存

 当社グループは、受注のほとんどを官公庁に依存しております。このため、当社グループの経営成績は今後の公

共投資政策により影響を受ける可能性があります。

(2) 価格競争

 公共事業費の減少に伴う価格競争の激化により、受注単価の下落傾向が継続した場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

(3) 売上の季節変動

 当社グループの売上高は、官公庁への納期に対応して下半期に偏重する傾向が強く、これに伴い利益も下半期に

偏重する傾向にあります。

(4) 成果品に対する瑕疵責任

 当社グループは、顧客が求める優れた成果品の提供に努めておりますが、当社グループの成果品のミスが原因で

重大な不具合が生じる等瑕疵責任が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 人材の確保・育成

 当社グループは、高度な熟練技能者によって支えられており、若手社員に対する技術の伝承と技術力の向上に取

り組んでおりますが、人材の確保および後継者の育成が追いつかない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(6) 保有有価証券の時価下落 

 当社グループは、時価を有する有価証券を保有しております。これらの有価証券の時価が著しく下落した場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 法的規制

 当社グループは、会社法、金融商品取引法、独占禁止法、下請法、労働基準法などの法的規制の適用を受けてい

ることから、法令遵守の徹底と社内教育に努めておりますが、法令に抵触するような事態が発生した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 固定資産の減損リスク

 当社グループが保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。同会計

基準では、減損の兆候が認められる資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシ

ュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減額した当該金額を減損損失

として損益計算書に計上することとされています。今後の地価の動向や収益状況によって固定資産の減損損失を計

上することとなる場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

６【研究開発活動】

 当社グループは、高度化・多様化する技術的ニーズに対応し、技術革新による事業基盤の強化・充実に資するた

め、各技術部門と連携した研究開発を行っております。また、当社グループは単一の報告セグメントであるため、事

業の部門別に記載しております。なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は、５千９百万円となっておりま

す。

 当連結会計年度の主な研究開発内容は、以下のとおりであります。

〔構造保全部門〕 

 ・橋梁点検およびモニタリング手法の開発

 ・補修設計業務の効率化・品質向上に関わる研究

 当連結会計年度における「構造保全部門」の研究開発費は、２千３百万円となっております。

〔社会創造部門〕 

 ・都市環境における健康・創発評価手法の研究

 ・再生可能エネルギー活用の研究

 当連結会計年度における「社会創造部門」の研究開発費は、１千２百万円となっております。

〔防災部門〕 

・地震・津波防災技術の研究

 ・空中電磁探査の研究

 当連結会計年度における「防災部門」の研究開発費は、２千３百万円となっております。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成して

おります。この連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における財政状態および経営成績に影響を与えるような経

営者の見積りおよび予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される

前提に基づき、見積りおよび予測を行っております。 

 

(2) 財政状態の分析 

当連結会計年度末における資産合計は、95億９千１百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金25億６千９百

万円、たな卸資産19億５千９百万円、土地22億２千１百万円であります。 

負債合計は、52億５千９百万円となりました。主な内訳は、業務未払金６億７百万円、未払金５億６千８百万円、

未成業務受入金18億９千８百万円、退職給付に係る負債10億６千万円であります。

純資産合計は、43億３千２百万円となりました。主な内訳は、資本金13億９千９百万円、資本剰余金15億１千８百

万円、利益剰余金18億３千１百万円であります。

 

(3) 経営成績の分析 

「第２ 事業の状況 １．業績等の概要 (1）業績」をご参照ください。

 

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

 「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。

 

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

（資本の財源）

経常資金につきましては、資金繰りの状況を勘案し銀行からの借入により調達しております。当連結会計年度にお

いては、新たな資金調達を行っておりません。

設備資金につきましては、コンピュータ機器およびソフトウエア等の購入であり手許資金で賄っております。

（資金の流動性）

 当社グループにおいては、業務の特性上業務代金の回収時期が３月から５月に集中する傾向があるため、資金需要

に応じて運転資金の一部を銀行からの短期借入金で賄っております。

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

今後の経営環境としては、政府が提唱する国土強靭化計画や地方創生、国土交通省が策定した国土形成計画、第4次

社会資本整備重点計画などの施策は概ね継続的に執行されます。我が国にとって今後深刻な問題となる「超高齢化社

会の到来による人口減少」、「インフラ施設の老朽化」、「大規模自然災害への対策」へ重点的に予算が配分され、

業務が増加すると考えられます。また、海外のインフラ整備は、発展途上国の急激な都市化や経済成長が進み、今

後、海外市場はさらなる成長が見込まれております。このような状況の中、企業の持続的な発展に努め、競争力強

化、収益性向上および社会ニーズへの対応に積極的に取り組み受注を拡大してまいります。

- 11 -



第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度におきましては、総額１億７千６百万円の設備投資を実施いたしました。その主たる内容は、関東

支社移転に伴う社屋の内装工事、既存建物設備の更新、コンピュータ機器およびソフトウエア等の購入であります。

 なお、上記金額には有形固定資産の資産除去債務対応分に係る増加額については含めておりません。

 また、当連結会計年度に関東支社（旧東京支社）の社屋として使用しておりました次の主要な設備を売却してお

り、その内容は以下のとおりであります。

会社名 事務所名 所在地 種類 売却時期 前期末帳簿価額（千円）

提出会社 関東支社（旧東京支社） 埼玉県越谷市 建物・土地 平成27年７月 244,782

 

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 

(1）提出会社 

 当社は、国内に６ヶ所の支社を運営しております。 

 また、43ヶ所（国内41ヶ所、海外2ヶ所）に支店、事務所、営業所、出張所を有しております。

 以上のうち、主要な設備は以下のとおりであります。

平成28年６月30日現在 
 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 
従業員数 
（人） 

建物及び 
構築物 
（千円） 

土地 
（千円） 

（面積㎡） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都豊島区） 

現業、販売及び管理 

業務設備 
363,142 

2,039,592 

(635) 
18,555 2,421,290 

85 

［15］ 

関東支社 

（さいたま市中央区） 
同上 63,023 － 27,879 90,902 

157 

［49］ 

大阪支社 

（大阪市中央区） 
同上 10,758 － 7,201 17,959 

62 

［34］ 

北陸支社 

（富山県富山市） 
同上 67,763 

150,965 

(4,237) 
6,941 225,669 

46 

［18］ 

東北支社 

（仙台市青葉区） 
同上 2,752 － 8,497 11,249 

70 

［21］ 

中部支社 

（名古屋市西区） 
同上 719 － 5,659 6,379 

49 

［11］ 

九州支社 

（福岡市博多区） 
同上 5,050 － 3,764 8,815 

25 

［11］ 

その他 

［横浜支店 

他42ヶ所］ 

現業又は販売業務設備 35,299 
30,501 

(106) 
31,977 97,779 

120 

［62］ 

 

(2）国内子会社 

平成28年６月30日現在 
 

会社名 
事業所名 

（所在地） 
設備の内容 

帳簿価額 
従業 
員数 

（人） 
建物及び
構築物 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

NEテクノ株式会社 
本社 

（さいたま市中央区） 

現業、販売及び管理 

業務設備 
－ － 1,504 1,504 

33 

[15] 
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(3）在外子会社 

平成28年６月30日現在 
 

会社名 事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 
従業 
員数 

（人） 
建物及び
構築物 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

Nippon Engineering- 

Vietnam Co.,Ltd. 

本社 

（ベトナム国ホーチミン市） 

現業、販売及び管理 

業務設備 
－ － 137 137 

27 

[0] 

 （注）１．従業員数の［ ］は、臨時雇用者数を外書しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 平成28年６月30日現在における当社グループの設備計画は社屋の老朽化に伴う修繕ならびにコンピュータ機器及び

ソフトウエア等の購入として１億５千１百万円を予定しております。これらは、主として業務の合理化を図るための

ものであり、生産能力の増加はありません。なお、所要資金は全額自己資金で賄う予定であります。

(1) 重要な設備の新設等

 該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

 該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成28年９月26日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 7,660,000 7,660,000
東京証券取引所

市場第二部

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であり、単

元株式数は100株であります。

計 7,660,000 7,660,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成14年11月１日 － 7,660,000 － 1,399,000 △1,000,000 518,460

 （注） 資本準備金の減少は平成14年９月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、その他資本剰余金に振替えたもの

であります。

（６）【所有者別状況】

平成28年６月30日現在 
 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 金融機関 

金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 11 14 59 6 3 7,407 7,500 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 10,706 195 11,139 58 16 54,429 76,543 5,700 

所有株式数の

割合（％） 
－ 13.99 0.25 14.55 0.08 0.02 71.11 100.00 － 

 （注）１．自己株式307,295株は、「個人その他」に3,072単元および「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載して

おります。

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式６単元が含まれております。
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（７）【大株主の状況】

    平成28年６月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大日本コンサルタント社員持株会 東京都豊島区駒込3-23-1 666 8.70 

大日本コンサルタント社友持株会 東京都豊島区駒込3-23-1 462 6.03 

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り1-2-26 325 4.25 

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社 
東京都港区浜松町2-11-3 274 3.58 

古河機械金属株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-3 190 2.48 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 181 2.37 

川田テクノシステム株式会社 東京都北区滝野川6-3-1 172 2.25 

富士前鋼業株式会社 東京都北区滝野川1-3-11 165 2.15 

富士前商事株式会社 東京都北区滝野川1-3-9 146 1.91 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（常任代理人）日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内1-4-5 

（東京都港区浜松町2-11-3） 
140 1.83 

計 － 2,723 35.56 

(注)１．上記大株主の状況欄には、当社が所有する自己株式307千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合

4.01％）は除外しております。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は274千株であります。

なお、その内訳は、信託口137千株、退職給付信託口137千株であります。

 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式   307,200
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,347,100 73,471 －

単元未満株式 普通株式    5,700 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 7,660,000 － －

総株主の議決権 － 73,471 －

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。
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②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

大日本コンサルタ

ント株式会社

東京都豊島区駒込

三丁目23番１号
307,200 － 307,200 4.01

計 － 307,200 － 307,200 4.01

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 52 21,072

当期間における取得自己株式 － －

 （注） 当期間における取得自己株式には、平成28年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取による株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 307,295 － 307,295 －

 （注）１.当期間における処理自己株式には、平成28年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

売渡による株式は含まれておりません。

    ２.当期間における保有自己株式数には、平成28年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

 当社の利益配分に関する方針は、長期にわたる安定的な経営基盤の確保と自己資本利益率の向上に努めるととも

に、株主の皆様に対する安定的な配当の継続を基本としております。剰余金の配当につきましては、期末配当金の年

１回を基本方針とし、その決定機関は株主総会であります。

当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり９円と決定いたしました。

 内部留保資金につきましては、「財務健全性の確保」「持続的成長に向けた戦略的投資」「株主還元の充実」の３

項目にバランスを取りながら効果的に活用することで、企業価値の向上を目指してまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

平成28年９月23日 

定時株主総会決議
66,174 9

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期

決算年月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月

最高（円） 367 379 391 510 502

最低（円） 200 221 231 352 369

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成28年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 418 416 447 502 470 450

最低（円） 382 377 406 415 445 390

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
（千株） 

代表取締役会長   高久 晃 昭和29年７月２日生 

 
昭和53年４月 当社入社 

平成16年７月 当社東北支社支社長 

平成17年５月 当社経営統括部経営企画室室長 

平成18年７月 当社経営統括部部長 

平成18年９月 当社取締役 

平成19年７月 当社経営統括部統括部長 

平成19年９月 当社経営企画担当 

  当社執行役員 

平成21年９月 当社業務管理担当 

  当社業務統括部統括部長 

平成22年10月 当社海外事業担当 

平成23年９月 当社常務取締役 

  当社技術総括担当 

  当社西日本経営総括担当(近畿、中

国、四国、九州地域) 

平成24年９月 当社専務取締役 

平成25年１月 当社情報セキュリティ責任者 

平成25年９月 当社代表取締役社長 

  当社執行役員 

平成28年９月 当社代表取締役会長(現任) 
 

(注) 

３ 
53 

代表取締役 社長執行役員 新井 伸博 昭和31年1月15日生 

 
昭和55年４月 当社入社 

平成18年７月 当社構造事業部事業部長 

平成19年９月 当社執行役員 

平成21年９月 当社常務執行役員 

  当社技術統括部副統括部長 

平成22年７月 当社東京支社副支社長 

平成23年７月 当社東京支社支社長 

平成23年９月 当社取締役 

  当社事業戦略担当(関東地域) 

  当社執行役員 

平成25年７月 当社技術総括担当 

  当社技術統括部統括部長 

  当社技術統括部構造保全事業統括 

  当社復興防災推進部部長 

平成25年９月 当社常務取締役 

 

平成26年９月 

平成28年９月 

当社情報セキュリティ責任者 

当社技術統括担当 

当社代表取締役社長執行役員(現任) 
 

(注) 

３ 
28 

専務取締役   土井 朗 昭和29年９月16日生 

 
昭和54年１月 当社入社 

平成16年７月 当社北陸支社支社長 

平成19年９月 当社執行役員 

平成21年７月 当社経営統括部担当部長 

平成21年９月 当社取締役 

  当社経営企画担当 

  当社経営統括部統括部長 

平成24年９月 当社常務取締役 

平成25年９月 当社市場戦略担当 

 
平成26年７月 

平成26年９月 

 

当社事業開拓担当 

当社経営管理担当 

当社専務取締役(現任) 

当社事業戦略担当(中日本地域) 
 

(注) 

３ 
44 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
（千株） 

取締役 

(常勤監査等委員) 
  長谷川 敦 昭和29年９月23日生 

 
平成18年12月 川田工業株式会社経理部経理・財務

担当部長代理 

平成20年６月 当社入社、業務統括部経理部担当部

長 

平成20年10月 当社業務統括部経理部部長 

平成21年９月 

平成22年７月 

 

平成25年９月 

平成26年９月 

平成27年７月 

平成28年９月 

当社執行役員 

Nippon Engineering-Vietnam 

Co.,Ltd. 監査役(現任) 

当社常務執行役員 

当社専務執行役員 

ＮＥテクノ株式会社 監査役(現任) 

当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 
 

(注) 

４ 
10 

取締役 

(監査等委員) 
  鎌田 廣司 昭和25年４月29日生 

 
昭和44年４月 札幌国税局入局 

平成20年７月 東京国税局調査第四部調査総括課長 

平成21年７月 

平成22年９月 

平成24年５月 

 

平成26年９月 

平成28年９月 

松戸税務署長 

鎌田税理士事務所開設 所長(現任) 

日京テクノス株式会社 監査役(現

任) 

当社監査役 

当社取締役(監査等委員)(現任) 
 

(注) 

４ 
0 

取締役 

(監査等委員) 
  林田 和久 昭和48年12月18日生 

 
平成19年８月 新日本監査法人(現新日本有限責任

監査法人)入所 

平成26年２月 林田和久公認会計士事務所開設 所

長(現任) 

平成26年10月 株式会社ＳＳＨパートナーズ設立 

代表取締役(現任) 

平成28年９月 当社取締役(監査等委員)(現任) 
 

(注) 

４ 
－ 

        計   137 

 （注）１．平成28年９月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

２．鎌田廣司氏および林田和久氏は社外取締役であります。

３．平成28年９月23日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。

４．平成28年９月23日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。

５．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 長谷川 敦、委員 鎌田 廣司、委員 林田 和久

 なお、長谷川 敦は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役

会以外の重要な社内会議への出席や内部監査部門との連携を密にすることにより、監査等委員会による監

査の実効性を高めるためであります。

６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ

る取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 
所有 

株式数 
（千株） 

東海 秀樹 昭和29年１月18日生 

 
昭和47年４月 東京国税局入局 

平成19年７月 気仙沼税務署長 

平成20年７月 国税庁長官官房主任監察官 

平成21年７月 

平成23年７月 

平成24年７月 

平成25年７月 

平成26年９月 

平成27年５月 

国税庁長官官房次席監察官 

柏税務署長 

東京国税局調査第三部次長 

芝税務署長 

東海秀樹税理士事務所開設 所長(現任) 

ミニストップ株式会社 監査役(現任) 
 

－ 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

 当社は、経営理念である「美しく魅力ある国土の建設と保全」と「安全で快適な住まい環境の創出」に貢献する

ことを通じて、当社の持続的な成長および長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主の皆様の権利を尊重

し、経営の透明性・公正性を確保しするとともに、経営資源を有効に活用することで、経営環境の変化に迅速か

つ効果的に対応し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な

考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 

・ 株主の皆様の権利を尊重し、平等性を確保する。 

・ 株主の皆様を含むステークホルダーとの円滑な関係を構築し、適切に協働する。 

・ 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 

・ 取締役会は、当社の経営に関する基本的な方針を決定するとともに、経営の監督機能と業務執行機能を分離

し、客観的な立場から実効性の高い業務執行の監督機能を発揮する。 

・ 中長期的な投資方針を有する株主の皆様との間で建設的な対話を行う。 

 以上の基本的な考え方に基づき、取締役会の監督機能のさらなる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定

の迅速化を図るために、監査等委員会設置会社が当社にとってふさわしい機関設計であると考え、平成28年９月23

日に開催した株主総会において、定款一部変更の件についての承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしま

した。今後は、監査等委員会設置会社のもと、コーポレートガバナンスの実効性をより一層高めてまいります。

 

① 企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要および採用する理由

当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成されてお

り、経営の基本方針、重要な業務執行に関わる事項など取締役会規則に定めた取締役会の決議事項につい

て意思決定を行い、取締役会の決議事項以外の業務の執行およびその決定については、業務執行側へ委任

を行い、それらの職務執行状況を監督いたします。当社は、監査等委員会設置会社のもと、経営判断の迅

速化を図り、取締役会の審議事項は重要性の高い議案に限定しています。また、執行役員制度を導入する

ことで取締役会と経営執行機能を分離し、取締役会から業務執行側への委任範囲を拡大することで、社会

環境の変化に迅速に対応できる体制を整えております。

 当社の監査等委員会は、当有価証券報告書提出日現在、常勤の監査等委員である取締役１名、監査等委

員である社外取締役２名の体制であります。監査等委員は、監査等委員会に加え、取締役会に出席して、

取締役の業務執行およびコーポレートガバナンスの運営状況などを監督・監査します。また、監査等委員

会は、定期的に会計監査人と意見交換を行い、また、監査室２名と日常的かつ機動的な連携を図るための

体制を整えております。なお、コンプライアンス経営を強化し、財務報告の適正性と監査等委員会による

監査の客観性および中立性を確保するため、社外取締役２名を東京証券取引所の定めによる独立役員とし

て同取引所に届け出ております。

当社の経営会議は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および常勤の監査等委員である取締

役、社長執行役員、副社長執行役員、中央管理部門における執行役員によって構成されております。法令

および定款において、取締役会の専決事項とされているものを除き、取締役会規則において社長執行役員

に決定が委任されている経営に関する一切の重要な事項ならびに取締役会に付議すべき議題について事前

に審議を行い、会社経営の円滑な遂行を図っております。

なお、当社は、それぞれの職歴、経験、専門知識を活かした経営の監督・監査ができる社外取締役２名

を選任することで経営の監視機能を強化しており、経営に対する客観性および中立性を確保した十分なガ

バナンス体制を維持できると考えており、現状の体制を採用しております。 
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当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 

 

 

ロ．内部統制システムの整備の状況 

 当社は、取締役会において業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム構築

の基本方針」を決議しております。なお、平成28年９月23日開催の取締役会において内容の一部改定を実

施しております。改定後の概要は以下のとおりであります。 

(a) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 取締役は、文書管理規則に基づき、その職務執行に係る重要な情報を文書もしくは電磁的媒体に記

録・保存するものとする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。 

(b) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

1) 当社は、リスク管理規則に基づき、リスク管理責任者が、その領域ごとにリスク領域の責任者を定

める。リスク領域の責任者は、リスク評価を行い、予防策および発生時の対応策に関する手順書の

作成・教育を実施するものとする。また、リスク管理責任者は、組織横断的な監視ならびに全社的

な対応を行い、リスク管理の対応策と実施状況を取締役会に報告するものとする。 

2) 当社において緊急事態が発生した場合には、リスク管理規則および危機管理会議運営要領に基づ

き、発生した緊急事態の内容に応じて速やかに社長執行役員が、緊急事態への対応にあたる総括責

任者を選任する。総括責任者は、対応策の決定および実施の指示を部門責任者および関係者に行う

ものとする。 

(c) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

1) 当社は、定例の取締役会を３か月に１回以上開催し、取締役会規則に定める重要事項の決定ならび

に取締役の業務執行状況の監督を行う。重要な業務執行の決定は、会社法第３９９条の１３第６項

の規定により社長執行役員である取締役に委任し、経営会議において事前審議することにより、経

営の意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図る。 

2) 操業については、年度ごとに全社的な経営目標である経営計画を策定し、各部門の達成すべき目標

に落とし込み、各部門は、具体的な目標の達成方法を定める。また、毎月開催する経営会議におい

て、操業の進捗状況の確認と対応策の検討を行う。 

3) 日常の業務執行に際しては、職務権限規定に基づき権限の委譲を行い、各管理職位の権限関係と責

任の所在を明確にする。また、稟議規定において執行手続を定め、会社業務の組織的かつ効率的な

運営を図ることができる体制を構築する。 

(d) 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

1) 当社は、取締役および使用人の法令および定款の遵守と、誠実かつ倫理的な事業活動のための行動

規範として企業行動規則を定める。取締役および使用人は、当該行動規範を率先垂範して行うとと

もに、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めるものとする。 

2) 当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての内部通報体制として、ＮＥグ

ループコンプライアンス取扱基準を定め、その運用を行う。 

3) 当社は、コンプライアンス委員会を定期に開催し、コンプライアンスに関する諸施策の実施状況を

確認する。また、その内容を取締役会に報告する。 
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(e) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

1) 当社は、関係会社管理規則を定め、子会社および関連会社を含めた事業運営に関する重要な事項の

決定に関して当社への事前承認または事前報告を徹底し、当社による統括的な管理体制を構築す

る。 

2) 当社の監査室は、内部監査規則に基づき、子会社に対する内部監査を定期に実施する。 

3) 子会社および関連会社の各社ごとの規模を踏まえ、内部統制の実効性を高める方策、リスク管理体

制など、必要な指導および支援を実施する。 

(f) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用

人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに監

査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

1) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人（以下、補助使用人という。）を置くこ

とを求めた場合、社長執行役員である取締役は、監査等委員会と協議を行い、速やかに人事的対応

を図る。 

2) 補助使用人は監査等委員会の指揮命令に従い職務を行うとともに、その指揮命令事項に関して、監

査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとする。また、監査等委員会の事務局について

は、専任の補助使用人があたるものとする。 

3) 補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分などに関しては、監査等委員会の同意を得たうえで実

施する。 

(g) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人ならびに当社子会社の取締役、監

査役その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監

査等委員会に報告するための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制、当該報告を

した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

1) 当社および子会社の代表取締役、業務執行取締役は、各社の取締役会などの重要な会議において、

随時その業務執行状況の報告を行う。 

2) 監査等委員会が必要に応じて当社または子会社の事業の報告を求めた場合、または、業務および財

産に関する調査を行う場合は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人な

らびに当社子会社の取締役および使用人は、迅速に対応するものとする。 

3) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、使用人ならびに子会社の取締役、監査役その

他これらの者に相当する者および使用人は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある

事実を発見した場合、もしくはその発生の恐れがあると判断した場合には当該事実を、また、これ

らの者からこれらの事実について報告を受けた者は当該事実を、直ちに監査等委員会に対して報告

するものとする。 

4) 当社は、当社ならびに子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人からの不

正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実に対する相談または通報に関する仕組み

（内部通報制度）を構築する。また、相談または通報をしたことを理由として不利な取扱いを行わ

ないことをＮＥグループコンプライアンス取扱基準に定める。 

(h) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用

の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針

に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

1) 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用または償還の処理については、当該監査等委員会の職務の執行に関するも

のでないと認められた場合を除き、監査等委員の請求に従い円滑に行う。 

2) 監査等委員会は、代表取締役および会計監査人とそれぞれ定期的に意見を交換する機会を設定す

る。 

3) 監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認める際は、弁護士、公認会計士その他外部機関の活用

を保障する。 

(i) 財務報告の適正性を確保するための体制 

1) 財務報告の信頼性を確保するために、適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、一般に公正

妥当と認められる企業会計に関する諸法則、規則を遵守し、虚偽や誤解を招く会計処理は行わな

い。また、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上に努める。 

2) 監査室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、不備などがあれば必要な是正を行

うよう指示する。 

(j) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況 

1) 当社は、取締役および使用人が遵守すべき内部規範である企業行動規則に基づき、市民活動の秩序

や安全の脅威となる反社会的勢力との関係を一切遮断する。 

2) 反社会的勢力からの不当な要求を受けた場合は毅然と対応し、利益供与するなど安易な問題解決を

行わない。 

3) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察や弁護士など外部専門機関との連携体制の強

化を図る。 
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ハ．リスク管理体制の整備の状況 

上記のロ．内部統制システムの整備の状況 (b)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制に記

載された体制を整備しております。 

 

② 監査等委員会および内部監査の状況 

 当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役１名、監査等委員である社外取締役２名の体制であ

ります。さらに内部監査部門として監査室（２名）を設置しております。

 監査等委員会による監査につきましては、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、監査等

委員会が取締役の職務執行に関する業務監査と会計監査人の独立性の監視などの監査を実施し、その活動状況

などについて、定期的に取締役会に報告します。また、監査等委員会は、会計監査人の監査計画について事前

の説明を受けるとともに、会計監査人の監査に立ち会い、その都度報告と説明を受けることで、情報を交換し

ます。なお、当社の監査等委員である取締役３名は、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を有し

ております。 

 内部監査につきましては、内部監査規則に基づき、監査室が業務監査と内部統制監査を実施し、その状況を

代表取締役社長執行役員および監査等委員会に報告することにしております。当該監査における指摘事項は、

適宜、代表取締役社長執行役員より被監査部門に改善が指示され、監査室によるフォローアップ監査と代表取

締役社長執行役員および監査等委員会への報告を実施します。また、監査室は、監査等委員会と定期的に連絡

を取り、会計監査人から受けた指摘事項を監査項目に組み込むなど、お互いの情報共有と連携に努めておりま

す。 

 

③ 社外取締役の状況 

イ．社外取締役の員数

 当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名のうち０名、監査等委員である取締役のうち

２名を社外取締役として選任しております。（有価証券報告書提出日現在）

 

ロ．社外取締役の企業統治における役割および当社との利害関係 

 社外取締役の鎌田廣司氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、国税局での要職を歴任

し、税理士としての専門的知識や豊富な経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行していた

だけるものと判断しております。また、その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督および監査

に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、大株主や主要な取引先な

どの出身ではなく、経営陣から独立した立場で一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されま

す。当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て

おります。同氏の兼職先である鎌田税理士事務所および日京テクノス株式会社と当社との間には特別の関

係はありません。 

 社外取締役の林田和久氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な監査経験を有しております。ま

た、経営コンサルティング業を営む会社の経営者として豊富な経験を有しており、客観的な立場から社外

取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は、大株主や主要な取引

先などの出身ではなく、経営陣から独立した立場で一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断

し、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の兼職先である林田和久公認会計士事務

所および株式会社ＳＳＨパートナーズと当社との間には特別の関係はありません。

 なお、社外取締役と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
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ハ．独立性に関する方針・基準の内容および選任状況

 当社の取締役会および監査等委員会は、監査等委員である社外取締役２名を含めて構成し、各機関が監

督・監査機能を果たすための体制を整備しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない立場

からの意見・見識を経営判断に反映させることは、経営の透明性を高めるうえで重要であるとの認識か

ら、有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指

定し届け出ております。なお、当社では、役員候補者の選任にあたり「役員候補者選任規定」を定め、当

該規定に基づき役員候補者の選任を行っております。規定の概要を示すと次のとおりであります。

（1）役員候補者の選任要件 

 役員候補者は、次に掲げる①～③の全ての要件を満たす者を選任し、かつ独立役員とする者に関して

は④の要件も満たす者を選任する。 

① 会社法上求められる役員の欠格事由に該当しないこと。 

② 性別、年齢、国籍は問わず、役員としての優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高

い倫理観を有している者であること。 

③ 役員として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であり、かつ当社以外に

3社を超えて他の上場会社の役員を兼任していないこと。 

④ 社外役員候補者のうち東京証券取引所が定める独立役員として届ける場合には、（2）独立性判断

基準を満たす者であること。 

（2）独立性判断基準 

 社外役員候補者のうち、次に掲げる全ての基準を満たす者は、当社からの独立性を有し、一般株主と

利益相反が生じる恐れがないものと判断する。 

① 現在、当社または当社の子会社の役員および使用人であってはならず、かつ、その就任の前１０年

間において、当社または当社の子会社の役員および使用人であってはならない。 

② 直近事業年度から先行する3事業年度のいずれかにおいて、下記③から⑨までに掲げる者であって

はならない。 

③ 当社または当社の子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間（連結）売

上高の2％以上の支払いを、当社または当社の子会社から受けた者）またはその法人・団体等の業

務執行者であってはならない。 

④ 当社または当社の子会社の主要な取引先である者（当社の直近事業年度における年間（連結）売上

高の2％以上の支払いを行っている者）またはその法人・団体等の業務執行者であってはならな

い。 

⑤ 当社または当社の子会社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコ

ンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・団体等である場合には、

当該団体に所属する者をいう。）であってはならない。 

⑥ 当社または当社の子会社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者またはその寄付を受けてい

る法人・団体等の業務執行者であってはならない。 

⑦ 当社の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその法人・団体等

の業務執行者であってはならない。 

⑧ 当社または当社の子会社が総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している法人・

団体等の業務執行者であってはならない。 

⑨ 当社または当社の子会社から役員を受入れしている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執

行者であってはならない。 

⑩ 上記①から⑨までに掲げる者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族であってはならな

い。 

⑪ 当社において、現任社外役員の地位にある者が、再任されるためには、通算の在任期間が８年間を

超えてはならない。 

⑫ その他、社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。 

以上
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ニ．監査等委員会と内部監査および会計監査との相互連携 

 当社の監査等委員である取締役は、取締役会で議案などに対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べる

とともに、監査等委員会において、当社の事業およびコーポレートガバナンスに関する事項などについて

自由に議論し、実質的な意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人および監査

室と定期的に連絡を取り、情報の収集および課題の共有を図っております。その他監査等委員会と監査

室、会計監査との相互連携などについては、「②監査等委員会および内部監査の状況」に記載のとおりで

あります。

 

④ 責任限定契約の内容

 当社と監査等委員である取締役は、定款の規定に基づき会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。これは、監

査等委員である取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであり、当該責任限定

が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な

過失がないときに限られます。

 

⑤ 関連当事者間の取引

 当社は、取締役、執行役員および社員等がその立場を濫用して当社や株主共同の利益を害することを防止す

るため、利益相反取引や贈答・饗応、利益供与の禁止など、遵守すべき基本的な規範として企業行動規則を定

めております。また、取締役による競業取引および利益相反取引（直接取引および間接取引）は、取締役会の

承認を得るとともに、その報告を行うことを取締役会規則に定めております。さらに関連当事者間取引の有無

について取締役、および執行役員全員に対して事後的かつ継続的に確認し漏れが無いようにするため、年１回

「関連当事者の開示に関する回答書」の提出を義務付けております。

 

⑥ 取締役の定数

 当社の取締役の定数は、当事業年度末において10名以内とする旨を定款に定めております。

 なお、当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成28年９月23日開催の定時株主総会において、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）は５名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨の定款の変

更を決議しております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議

は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項 

イ．自己の株式の取得

 当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第２項の定

めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めて

おります。

ロ．取締役および監査役の責任免除

 当社は、取締役（取締役であった者を含む）および監査役（監査役であった者を含む）の会社法第423条

第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって、賠償責任

額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定め

ております。これは、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするも

のであります。

 なお、平成28年９月23日開催の定時株主総会において、当社が監査等委員会設置会社へ移行するための

定款の変更により、監査役の責任免除については、当該株主総会終結前の行為についての責任を除き、責

任免除の規定を廃止しております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を以て行う旨を定款で定めてお

ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものであります。
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⑩ 会計監査の状況 

 会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、公正な立場からの厳格な監査を

受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人、当社に係る継続監査年数及び監査業

務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

公認会計士の氏名 所属する監査法人名 継続監査年数

指定有限責任社員

業務執行社員   内田淳一
 有限責任監査法人トーマツ －

 指定有限責任社員

 業務執行社員   山本千鶴子
 有限責任監査法人トーマツ －

（注）１．継続監査年数については、７年以内であるため、記載を省略しております。

２．同監査法人は法令に基づき業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの

ないよう措置をとっております。

３．監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士４名、公認会計士試験合格者等６名、その他８名でありま

す。

 

⑪ 役員報酬等 

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
68,055 68,055 － － 7

監査役

（社外監査役を除く。）
10,908 10,908 － － 1

社外役員 6,123 6,123 － － 4

 （注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．平成25年９月20日開催第51回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額12,000千円以内（但

し、使用人分給与は含まない）、平成６年９月28日開催第32回定時株主総会において、監査役の報酬限

度額を月額2,500千円以内と決議いただいております。

３．事業年度末現在の人数は、取締役７名、監査役１名、社外役員３名であります。

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの 

総額（千円） 対象となる役員の員数（人） 内容 

58,572  ４名 部門長等の使用人としての給与であります。 

（注）  事業年度末現在の使用人兼務役員の人数は４名であります。

ハ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、定時株主総会の決議にて承認された限度額

の範囲内で、内規に従い、その個々の具体的な金額を取締役（監査等委員である取締役を除く。）につい

ては取締役会より一任された取締役会長が決定しております。監査等委員である取締役については監査等

委員の協議で決定しております。
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⑫ 株式の保有状況

イ．政策保有に関する方針

 政策保有株式については、事業運営の連携強化、取引関係の維持・強化、安定的な資金調達などによ

り、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する企業の株式を保有する。 

ロ．政策保有株式の議決権行使基準

 政策保有株式の議決権行使に際しては、短期的な業績や株価の動向だけで判断せず、コーポレートガバ

ナンスの整備状況やコンプライアンス体制、さらに議案の内容が投資先企業の中長期的な企業価値向上に

資するものかを勘案の上、当社の企業価値の維持・向上を図るという観点から、議案の賛否を個別に判断

する。 

ハ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 10銘柄

貸借対照表計上額の合計額   177,061千円

二．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有

 目的

 （前事業年度）

  特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
保有目的

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 369,728 106,851 安定的な資金調達

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 77,620 68,290 安定的な資金調達

㈱建設技術研究所 54,700 63,342 事業運営の連携強化

いであ㈱ 16,000 16,944 事業運営の連携強化

川崎地質㈱ 20,000 10,680 取引関係の維持・強化

 

  みなし保有株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
保有目的

川田テクノロジーズ㈱ 42,053 178,935

退職給付信託財産としてみ

なし保有しており、当該信

託財産の議決権の行使を指

図する権限を有しておりま

す。

 

 （当事業年度） 

  特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
保有目的

㈱建設技術研究所 54,700 45,018 事業運営の連携強化

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 375,766 43,588 安定的な資金調達

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 77,620 35,386 安定的な資金調達

いであ㈱ 16,000 13,104 事業運営の連携強化

川崎地質㈱ 20,000 8,580 取引関係の維持・強化
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  みなし保有株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
保有目的

川田テクノロジーズ㈱ 42,053 141,298

退職給付信託財産としてみ

なし保有しており、当該信

託財産の議決権の行使を指

図する権限を有しておりま

す。

ホ．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円）

23,500 －

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報
酬（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

提出会社 27,000 －

連結子会社 － －

計 27,000 －

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は以下のとおりであります。 

監査公認会計士等から提示された監査報酬の見積りを基礎として、当社グループの規模や特性、監査日数等

の諸要素を勘案し、報酬水準の必要十分性を検討しております。 

また、監査報酬の決定にあたっては、会社法第399条に従い監査役会の同意を得ております。 
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。 

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。 

 また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。 

 

(3）当連結会計年度（平成27年７月１日から平成28年６月30日まで）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以

下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシ

ュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりません。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年７月１日から平成28年６月

30日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年７月１日から平成28年６月30日まで）の財務諸表について、有限

責任監査法人トーマツにより監査を受けております。 

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準や、我が国において一般に公正

妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準等の情報収集に努めております。 
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：千円) 

  当連結会計年度 
(平成28年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,569,938 

完成業務未収入金 949,508 

たな卸資産 ※１ 1,959,253 

繰延税金資産 89,377 

その他 94,766 

貸倒引当金 △1,892 

流動資産合計 5,660,952 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 2,001,127 

減価償却累計額 △1,412,517 

減損損失累計額 △40,099 

建物及び構築物（純額） ※２ 548,509 

土地 ※２ 2,221,058 

その他 597,814 

減価償却累計額 △485,559 

減損損失累計額 △135 

その他（純額） 112,119 

有形固定資産合計 2,881,688 

無形固定資産  

ソフトウエア 74,954 

その他 65,936 

無形固定資産合計 140,891 

投資その他の資産  

投資有価証券 ※３ 197,061 

繰延税金資産 388,817 

その他 357,194 

貸倒引当金 △35,233 

投資その他の資産合計 907,840 

固定資産合計 3,930,420 

資産合計 9,591,372 
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  (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(平成28年６月30日) 

負債の部  

流動負債  

業務未払金 607,398 

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 100,000 

未払金 568,853 

未払法人税等 88,537 

未成業務受入金 1,898,935 

受注損失引当金 28,000 

その他 786,536 

流動負債合計 4,078,260 

固定負債  

長期借入金 ※２ 25,000 

退職給付に係る負債 1,060,943 

資産除去債務 64,006 

その他 30,822 

固定負債合計 1,180,773 

負債合計 5,259,034 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,399,000 

資本剰余金 1,518,460 

利益剰余金 1,831,435 

自己株式 △100,585 

株主資本合計 4,648,310 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 13,228 

為替換算調整勘定 △22,911 

退職給付に係る調整累計額 △306,288 

その他の包括利益累計額合計 △315,971 

純資産合計 4,332,338 

負債純資産合計 9,591,372 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：千円) 

 
 当連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 13,136,054 

売上原価 9,670,065 

売上総利益 3,465,989 

販売費及び一般管理費  

取引関連費 ※１ 302,427 

従業員給料及び手当 1,171,240 

退職給付費用 44,923 

研究開発費 ※２ 59,244 

貸倒引当金繰入額 36 

その他 1,293,694 

販売費及び一般管理費合計 2,871,566 

営業利益 594,422 

営業外収益  

受取利息 268 

受取配当金 6,533 

受取賃貸料 1,404 

受取事務手数料 2,953 

補助金収入 4,358 

雑収入 4,097 

営業外収益合計 19,615 

営業外費用  

支払利息 7,994 

為替差損 3,322 

固定資産除却損 ※３ 4,178 

雑支出 9,442 

営業外費用合計 24,938 

経常利益 589,099 

特別利益  

固定資産売却益 ※４ 21,954 

特別利益合計 21,954 

特別損失  

事務所移転費用 ※５ 22,489 

特別損失合計 22,489 

税金等調整前当期純利益 588,564 

法人税、住民税及び事業税 75,677 

法人税等調整額 149,948 

法人税等合計 225,626 

当期純利益 362,937 

親会社株主に帰属する当期純利益 362,937 
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【連結包括利益計算書】

  (単位：千円) 

 
 当連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当期純利益 362,937 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △96,695 

為替換算調整勘定 △4,880 

退職給付に係る調整額 △442,275 

その他の包括利益合計 ※１ △543,850 

包括利益 △180,912 

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 △180,912 

非支配株主に係る包括利益 － 

 

- 33 -



③【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

          (単位：千円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,399,000 1,518,460 1,534,672 △100,564 4,351,568 

当期変動額           

剰余金の配当     △66,174   △66,174 

親会社株主に帰属する
当期純利益     362,937   362,937 

自己株式の取得       △21 △21 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）           

当期変動額合計 － － 296,763 △21 296,742 

当期末残高 1,399,000 1,518,460 1,831,435 △100,585 4,648,310 

 

           

  その他の包括利益累計額 

純資産合計 
  

その他有価証券評価
差額金 

為替換算調整勘定 退職給付に係る調整
累計額 

その他の包括利益累
計額合計 

当期首残高 109,923 △18,031 135,986 227,878 4,579,446 

当期変動額           

剰余金の配当         △66,174 

親会社株主に帰属する
当期純利益         362,937 

自己株式の取得         △21 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

△96,695 △4,880 △442,275 △543,850 △543,850 

当期変動額合計 △96,695 △4,880 △442,275 △543,850 △247,108 

当期末残高 13,228 △22,911 △306,288 △315,971 4,332,338 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円) 

 
 当連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 588,564 

減価償却費 173,608 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 628,138 

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） △442,275 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,129 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 15,300 

受取利息及び受取配当金 △6,801 

支払利息 7,994 

有形固定資産売却損益（△は益） △21,954 

売上債権の増減額（△は増加） △32,287 

たな卸資産の増減額（△は増加） △275,734 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,738 

未成業務受入金の増減額（△は減少） △173,527 

その他 △273,448 

小計 162,708 

法人税等の支払額 △198,941 

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,232 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △156,359 

有形固定資産の売却による収入 261,203 

無形固定資産の取得による支出 △27,285 

投資有価証券の取得による支出 △21,202 

利息及び配当金の受取額 6,848 

その他 △8,486 

投資活動によるキャッシュ・フロー 54,718 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,470,000 

短期借入金の返済による支出 △2,470,000 

長期借入金の返済による支出 △100,000 

自己株式の取得による支出 △21 

配当金の支払額 △65,784 

利息の支払額 △9,182 

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,988 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,172 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,674 

現金及び現金同等物の期首残高 2,730,612 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,569,938 
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数および名称

連結子会社の数    2社

連結子会社の名称   Nippon Engineering-Vietnam Co., Ltd.、ＮＥテクノ株式会社

（連結の範囲または持分法適用の範囲の変更）

 当連結会計年度より、Nippon Engineering-Vietnam Co.,Ltd.およびＮＥテクノ株式会社の

重要性が増したことに伴い、連結の範囲に含めております。

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した関連会社の数および名称

 該当事項はありません。 

(2)持分法を適用しない関連会社の数および名称

 持分法を適用しない関連会社の数    1社 

 持分法を適用しない関連会社の名称   株式会社清流パワーエナジー 

(持分法を適用しない理由) 

 上記１社につきましては、利益基準および利益剰余金基準からみて連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり重要性が乏しいため、持分法の範囲から除外しております。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券 

 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

②たな卸資産 

イ 未成業務支出金

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

ロ 貯蔵品

 先入先出法による原価法

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 

定率法

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日

以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

工具、器具及び備品 ３～20年

②少額減価償却資産 

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

③無形固定資産 

定額法

自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）による定額法

を採用しております。

④長期前払費用

均等償却
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(3）重要な引当金の計上基準 

①受注損失引当金 

 受注業務に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持業務のうち損失の発生

が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合、損失見込額を計上しておりま

す。

②貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法 

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、期間定額基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

  数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。

③簡便法の採用

  当社執行役員の退職慰労金制度および一部の連結子会社は、退職給付債務および退職給付費用の

計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し

ております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

売上高 

 完成基準によっております。 

 

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に計上しております。

 

(7）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については特例処理の要件を充たす場合には、当該処理方法を採用しておりま

す。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

ヘッジ対象

長期借入金

③ヘッジ方針

現在又は将来において、相場変動などによる損失の可能性がある資産・負債が存在する場合に

限り、相場変動などによるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を利用する方針であり、

短期的な売買差益の獲得や投機を目的とするデリバティブ取引は一切行わない方針であります。

④ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理の要件を充たしている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しておりま

す。

 

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。
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（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 当社及び国内子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に

関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28

年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更してお

ります。なお、これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

（未適用の会計基準等）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日） 

(1）概要 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上

の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会

計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能

性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、

企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲し

た上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金

資産の回収可能性について、「税効果会計に関する会計基準」（企業会計審議会）を適用する際の指針を定めた

ものであります。 
 

 
（分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの見直し） 

・（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い 

・（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件 

・（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い 

・（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取

扱い 

・（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い 
 

 

(2）適用予定日 

平成28年７月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。 

 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時

点で評価中であります。 

 

（追加情報）

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する

会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会
計基準第７号 平成25年９月13日）などを当連結会計年度から適用しております。 
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（連結貸借対照表関係）

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
当連結会計年度 

(平成28年６月30日) 

未成業務支出金 1,958,765千円 

貯蔵品 487 

計 1,959,253 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日）

建物及び構築物 313,468千円

土地 2,039,592

計 2,353,061

 

 担保付債務は、次のとおりであります。

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日）

１年内返済予定の長期借入金 100,000千円

長期借入金 25,000

計 125,000

 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日）

投資有価証券（株式） 20,000千円

（うち、共同支配企業に対する投資の金

額）
（20,000）
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（連結損益計算書関係）

※１ 取引関連費はプロポーザル方式等の発注に対する受注活動に伴い発生した費用であります。 

 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 当連結会計年度 
（自 平成27年７月１日 

  至 平成28年６月30日） 

59,244千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

建物及び構築物 507千円

工具、器具及び備品 3,670

計 4,178

 

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

建物及び構築物 8,015千円

車両運搬具 2,514

土地 11,424

計 21,954

 

※５ 事務所移転費用 

   主要な事業拠点である当社関東支社（旧東京支社）の移転費用および移転準備、引越作業に要する移転

先社屋の営業開始前の期間に係る臨時的に発生した家賃であります。 

 

 

（連結包括利益計算書関係）

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

その他有価証券評価差額金：  

当期発生額 △121,632千円

組替調整額 －

税効果調整前 △121,632

税効果額 24,937

その他有価証券評価差額金 △96,695

為替換算調整勘定：  

当期発生額 △4,880

退職給付に係る調整額：  

当期発生額 △628,714

組替調整額 △14,394

税効果調整前 △643,109

税効果額 200,834

退職給付に係る調整額 △442,275

その他の包括利益合計 △543,850
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式        

普通株式 7,660,000 － － 7,660,000

合計 7,660,000 － － 7,660,000

自己株式        

普通株式 307,243 52 － 307,295

合計 307,243 52 － 307,295

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年９月18日

定時株主総会
普通株式 66,174 9 平成27年６月30日 平成27年９月24日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議予定）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年９月23日

定時株主総会
普通株式 66,174 利益剰余金 9 平成28年６月30日 平成28年９月26日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

現金及び預金勘定 2,569,938千円

現金及び現金同等物 2,569,938
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

資金運用については、一時的な余資について安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達について

は、運転資金を銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務に対する為替

変動リスクならびに借入金の金利変動リスクをリスクヘッジする目的に限定し、投機的な取引は行わない

方針であります。 

 

(2）金融商品の内容及びそのリスクならびにリスクの管理体制

営業債権である完成業務未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、

販売管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行ってリスクの軽減を図っております。ま

た、外貨建の営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ管理基準に従い、必要に

応じ先物為替予約を行う方針であります。 

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する

企業の株式であり、定期的に時価を把握するとともに発行体の財務状況を把握しております。 

営業債務である業務未払金、未払金、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日でありま

す。 

長期借入金は、主に事業を行うために必要な資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入

金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図る

ために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。

なお、ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その

判定をもって有効性の評価を省略しております。 

デリバティブ取引の執行及び管理については、取引権限を定めたデリバティブ管理基準に従っておりま

す。またデリバティブの利用にあたっては信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取

引を行っております。 

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金計画を作成する等の方法により

管理しております。 

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」にお

けるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク

を示すものではありません。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

当連結会計年度（平成28年６月30日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,569,938 2,569,938 －

(2）完成業務未収入金 949,508    

貸倒引当金 ※１ △1,892    

  947,616 947,616 －

(3）投資有価証券      

その他有価証券 145,677 145,677 －

資産計 3,663,232 3,663,232  

(1）業務未払金 607,398 607,398 －

(2）未払金 568,853 568,853 －

(3）未払法人税等 88,537 88,537 －

(4）長期借入金 ※２．３ 125,000 125,500 500

負債計 1,389,789 1,390,290 500

デリバティブ取引 ※３ － － －

(*1)完成業務未収入金に対する貸倒引当金を控除しております。

(*2)１年内返済予定の長期借入金100,000千円を含んでおります。

(*3)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産 

(1) 現金及び預金、(2)完成業務未収入金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。 

(3) 投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、投資有価証券はその他有価証

券として保有しており、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関

係」をご参照ください。 

 

負 債 

(1) 業務未払金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。 

(4) 長期借入金 

 これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は、金利スワップの特例処理の対象とされ

ており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっております。無利息の長期借入金については、将来キャ

ッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いて算定する方法によっております。 
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デリバティブ取引 

  注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
当連結会計年度

（平成28年６月30日）

非上場株式 ※４ 51,384

(*4) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを合理的に見積ることができないた

め、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めて

おりません。

 

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

当連結会計年度（平成28年６月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 2,566,785 － － －

完成業務未収入金 949,508 － － －

合計 3,516,293 － － －

 

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

当連結会計年度（平成28年６月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 100,000 25,000 － － － －

合計 100,000 25,000 － － － －
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（有価証券関係）

１．その他有価証券 

当連結会計年度（平成28年６月30日）

  種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 93,509 62,493 31,015

(2）債券      

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 93,509 62,493 31,015

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 52,168 61,284 △9,116

(2）債券      

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 52,168 61,284 △9,116

合計 145,677 123,778 21,899

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 51,384千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

   めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

金利関連

当連結会計年度（平成28年６月30日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 
契約額等 
（千円） 

契約額等のうち
１年超（千円） 

時価 
（千円） 

金利スワップの特例処

理 

金利スワップ取引        

変動受取・固定支払  長期借入金 62,500 12,500 (注)

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社及び連結子会社は、積立型、非積立型の確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金

制度を併用、並びに確定拠出制度を採用しております。

 確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、従業員の勤続年数と資格に応じて付与され

るポイントの累計数に基づいた一時金又は年金を支給しております。

 また、退職一時金制度（非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度になっているもの

があります。）では、退職給付として、従業員の勤続年数と資格に応じて付与されるポイントの累計数に基づ

いた一時金を支給しております。

 なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

 

２．確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く）

 (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

 

退職給付債務の期首残高 3,270,496千円   

勤務費用 163,427    

利息費用 42,516    

数理計算上の差異の発生額 444,390    

退職給付の支払額 △93,467    

退職給付債務の期末残高 3,827,362    

 

 (2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

 

年金資産の期首残高 2,880,716千円   

期待運用収益 55,297    

数理計算上の差異の発生額 △184,324     

事業主からの拠出額 149,852    

退職給付の支払額 △72,243    

年金資産の期末残高 2,829,298    

 

 (3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

 
当連結会計年度

  （平成28年６月30日）
 

積立型制度の退職給付債務 3,827,362千円   

年金資産 △2,829,298    

  998,063    

非積立型制度の退職給付債務 －    

執行役員の退職慰労金期末要支給額 59,217    

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,057,281    

         

退職給付に係る負債 1,057,281    

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,057,281    
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 (4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

 

勤務費用 163,427千円   

利息費用 42,516    

期待運用収益 △55,297    

数理計算上の差異の費用処理額 △14,394    

確定給付制度に係る退職給付費用 136,251    

執行役員の退職慰労金に係る繰入額 19,721    

確定給付制度に係る退職給付費用 155,973    

 

 (5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

 

数理計算上の差異 △643,109千円   

合計 △643,109    

 

 (6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

 

未認識数理計算上の差異 △442,072千円   

合計 △442,072    

 

 (7）年金資産に関する事項 

① 年金資産の主な内訳

 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日） 
 

債券 42％   

株式 23      

一般勘定（生命保険会社） 27      

その他 8      

合 計 100      

（注）年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が当連結会計年度5.0％含まれてお

ります。 

② 長期期待運用収益率の設定方法

  年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構

成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

 (8）数理計算上の計算基礎に関する事項

 主要な数理計算上の計算基礎

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日）
 

割引率 0.1％   

長期期待運用収益率 2.0    

（注）当社はポイント制を採用しているため、退職給付債務の算定に際して昇給率を使用しておりません。 
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３．簡便法を適用した退職給付制度

 (1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

 

退職給付に係る負債の期首残高 4,325千円   

退職給付費用 132    

外貨換算差額 △795    

退職給付に係る負債の期末残高 3,662    

 

 (2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

 
当連結会計年度

  （平成28年６月30日）
 

積立型制度の退職給付債務 －千円   

年金資産 －    

       

非積立型制度の退職給付債務 3,662千円   

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,662    

       

退職給付に係る負債 3,662    

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,662    

 

 (3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用  当連結会計年度 132千円

 

４．確定拠出制度

連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度2,373千円であります。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日）
   

繰延税金資産     

未払費用 62,410千円   

未払事業税等 12,028    

受注損失引当金 8,652    

退職給付に係る負債 189,538    

未払役員退職慰労金 2,056    

退職給付信託設定額 49,998    

退職給付に係る調整累計額 135,784    

貸倒引当金 11,366    

投資有価証券評価損 23,791    

減損損失 24,369    

資産除去債務 19,845    

その他 15,885    

繰延税金資産小計 555,726    

評価性引当額 △37,185    

繰延税金資産合計 518,540    

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △8,670    

固定資産圧縮積立金 △1,130    

有形固定資産（資産除去債務対応分） △9,089    

退職給付信託設定益 △21,361    

その他 △93    

繰延税金負債合計 △40,345    

繰延税金資産の純額 478,195    

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日）
 

 
 

流動資産－繰延税金資産 89,377千円   

固定資産－繰延税金資産 388,817    

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
当連結会計年度

（平成28年６月30日）
 

 
 

法定実効税率 33.1％    

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6    

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1    

住民税均等割 9.3    

評価性引当額 △7.5    

試験研究費の特別税額控除 △0.5    

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 3.0    

その他 0.4    

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.3    
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２．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会

計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は従来の計算において使用した32.3％から平成28年７月１日に開始する連

結会計年度および平成29年７月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9％

に、平成30年７月１日から開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6％となり

ます。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額)は24,220千円減少し、

法人税等調整額が17,696千円、その他有価証券評価差額金が481千円増加し、退職給付に係る調整累計額が

7,005千円減少しております。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

①建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づく対応義務等 

当社グループが所有する社屋の解体工事における分別解体や廃棄物の再資源化等への法的義務であり

ます。 

②不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務 

当社グループが不動産賃貸借契約を締結している建物の契約解除後の原状回復義務等であります。 

 

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

①建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設リサイクル法）に基づく対応義務等 

 使用見込期間を、取得から50年と見積り、割引率は2.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し

ております。 

②不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務 

 使用見込期間を、契約から７年と見積り、割引率は0.00％～0.70％を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。 

 

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

期首残高 50,446千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 23,664

時の経過による調整額 367

資産除去債務の履行による減少額 △9,632

期末残高 64,845

 

（賃貸等不動産関係）

賃貸不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

 当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。

 当社グループは社会資本整備に関するコンサルタント業務のうち調査・計画・設計・工事監理等

を展開するために子会社および地域別に設置した支社を事業セグメントとし、また、子会社および

支社に対し支援的な役割を担う本社機構を「その他」事業セグメントとして設定しております。

 ただし、当社グループの報告セグメントについては、「その他」事業セグメントについては子会

社および各支社が受注した業務の一部を再受託又は支援する附随的なものであり、その売上高及び

利益又は損失の金額はいずれも重要性が乏しいことから、子会社および各支社ごとに設定した事業

セグメントに関連金額を含めて報告しております。また、子会社および各支社ごとに設定した事業

セグメントについてはその事業内容等の経済的特徴が類似していることから１つの事業セグメント

（「建設コンサルタント」事業セグメント）に集約しております。

 当社グループにおいては上記の結果、一つに集約された「建設コンサルタント」事業セグメント

を単一の報告セグメントとしております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告セグメントが１つのため記載を省略しております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 報告セグメントが１つのため記載を省略しております。

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

 該当事項はありません。
 
 

【関連情報】 

当連結会計年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 4,714,566 建設コンサルタント事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

報告セグメントが１つのため記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとのののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。

 

 

【関連当事者情報】

開示すべき該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

１株当たり純資産額 589円22銭

１株当たり当期純利益金額 49円36銭

（注）１．潜在株式１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度

（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

１株当たり当期純利益金額  

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 362,937

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益金額（千円）
362,937

期中平均株式数（千株） 7,352

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 100,000 100,000 1.8 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 125,000 25,000 1.8 平成29年７月 

合計 225,000 125,000 － －

（注）１．平均利率の算定には期末日の利率及び残高を使用しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 25,000 － － －

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。 

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等 

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 567,156 2,400,905 3,767,155 13,136,054

税金等調整前当期純利益金額

又は税金等調整前四半期純損

失金額（△）（千円）

△655,764 △948,564 △1,282,827 588,564

親会社株主に帰属する当期純

利益金額又は親会社株主に帰

属する四半期純損失金額

（△）（千円）

△423,731 △634,578 △873,175 362,937

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金

額（△）（円）

△57.63 △86.31 △118.76 49.36

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△57.63 △28.68 △32.45 168.12
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前事業年度 
(平成27年６月30日) 

当事業年度 
(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,649,779 2,511,299 

完成業務未収入金 915,390 935,442 

たな卸資産 ※１ 1,661,772 ※１ 1,941,385 

前払費用 87,529 80,211 

繰延税金資産 104,266 86,796 

その他 ※３ 17,318 ※３ 13,347 

貸倒引当金 △1,855 △1,892 

流動資産合計 5,434,201 5,566,589 

固定資産    

有形固定資産    

建物 ※２ 583,154 ※２ 546,867 

構築物 2,425 1,642 

車両運搬具 197 2,627 

工具、器具及び備品 107,027 107,850 

土地 ※２ 2,392,958 ※２ 2,221,058 

有形固定資産合計 3,085,763 2,880,046 

無形固定資産    

ソフトウエア 88,788 73,173 

ソフトウエア仮勘定 46,500 47,467 

電話加入権 18,431 18,431 

無形固定資産合計 153,720 139,072 

投資その他の資産    

投資有価証券 297,492 177,061 

関係会社株式 20,000 40,000 

関係会社出資金 37,238 37,238 

長期前払費用 3,026 2,514 

繰延税金資産 359,434 252,394 

その他 353,090 353,036 

貸倒引当金 △43,398 △35,233 

投資その他の資産合計 1,026,882 827,011 

固定資産合計 4,266,367 3,846,130 

資産合計 9,700,568 9,412,720 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成27年６月30日) 
当事業年度 

(平成28年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

業務未払金 ※３ 655,716 ※３ 657,084 

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 100,000 ※２ 100,000 

未払金 ※３ 552,715 ※３ 545,056 

未払費用 228,686 198,393 

未払法人税等 218,676 82,762 

未払消費税等 451,328 435,967 

未成業務受入金 2,072,462 1,898,935 

預り金 148,872 137,905 

受注損失引当金 12,700 28,000 

資産除去債務 8,009 839 

流動負債合計 4,449,167 4,084,944 

固定負債    

長期借入金 ※２ 125,000 ※２ 25,000 

退職給付引当金 630,311 615,208 

資産除去債務 42,436 64,006 

その他 48,758 30,822 

固定負債合計 846,507 735,038 

負債合計 5,295,674 4,819,982 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,399,000 1,399,000 

資本剰余金    

資本準備金 518,460 518,460 

その他資本剰余金 1,000,000 1,000,000 

資本剰余金合計 1,518,460 1,518,460 

利益剰余金    

その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金 2,500 2,563 

別途積立金 700,000 700,000 

繰越利益剰余金 775,573 1,060,070 

利益剰余金合計 1,478,074 1,762,634 

自己株式 △100,564 △100,585 

株主資本合計 4,294,970 4,579,508 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 109,923 13,228 

評価・換算差額等合計 109,923 13,228 

純資産合計 4,404,894 4,592,737 

負債純資産合計 9,700,568 9,412,720 
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②【損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成26年７月１日 
 至 平成27年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 ※１ 13,601,750 13,084,720 

売上原価 ※１ 9,909,116 ※１ 9,676,535 

売上総利益 3,692,633 3,408,185 

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 2,864,697 ※１,※２ 2,840,352 

営業利益 827,935 567,832 

営業外収益    

受取利息 267 251 

受取配当金 7,522 6,533 

雑収入 ※１ 21,006 ※１ 22,156 

営業外収益合計 28,797 28,941 

営業外費用    

支払利息 10,691 7,971 

雑支出 14,471 18,299 

営業外費用合計 25,162 26,271 

経常利益 831,570 570,502 

特別利益    

固定資産売却益 - ※３ 21,954 

投資有価証券売却益 ※４ 45,360 - 

退職給付信託設定益 ※５ 110,178 - 

特別利益合計 155,538 21,954 

特別損失    

減損損失 450,621 - 

事務所移転費用 ※６ 45,533 ※６ 22,489 

特別損失合計 496,155 22,489 

税引前当期純利益 490,953 569,968 

法人税、住民税及び事業税 215,343 69,786 

法人税等調整額 14,777 149,447 

法人税等合計 230,120 219,233 

当期純利益 260,832 350,734 
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【売上原価明細書】

   
前事業年度

（自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日）

当事業年度
（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 労務費   3,933,219 39.7 4,085,405 42.2

Ⅱ 外注費   4,725,278 47.7 4,198,201 43.4

Ⅲ 経費   1,250,618 12.6 1,392,927 14.4

合計   9,909,116 100.0 9,676,535 100.0

 原価計算の方法

  原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）

              (単位：千円) 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

  

資本準備金 その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計   

固定資産圧
縮積立金 

別途積立金 繰越利益剰
余金 

当期首残高 1,399,000 518,460 1,000,000 1,518,460 2,201 700,000 573,863 1,276,065 

当期変動額                 

剰余金の配当             △58,823 △58,823 

当期純利益             260,832 260,832 

固定資産圧縮積立金の
積立         299   △299 － 

自己株式の取得                 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）                 

当期変動額合計 － － － － 299 － 201,710 202,009 

当期末残高 1,399,000 518,460 1,000,000 1,518,460 2,500 700,000 775,573 1,478,074 

 

           

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計 

その他有価証券評価
差額金 

評価・換算差額等合計 

当期首残高 △100,515 4,093,009 210,565 210,565 4,303,575 

当期変動額           

剰余金の配当   △58,823     △58,823 

当期純利益   260,832     260,832 

固定資産圧縮積立金の
積立         － 

自己株式の取得 △49 △49     △49 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）     △100,641 △100,641 △100,641 

当期変動額合計 △49 201,960 △100,641 △100,641 101,319 

当期末残高 △100,564 4,294,970 109,923 109,923 4,404,894 
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当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

              (単位：千円) 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

  

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計   

固定資産圧
縮積立金 別途積立金 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 1,399,000 518,460 1,000,000 1,518,460 2,500 700,000 775,573 1,478,074 

当期変動額                 

剰余金の配当             △66,174 △66,174 

当期純利益             350,734 350,734 

固定資産圧縮積立金の
積立         62   △62 － 

自己株式の取得                 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）                 

当期変動額合計 － － － － 62 － 284,496 284,560 

当期末残高 1,399,000 518,460 1,000,000 1,518,460 2,563 700,000 1,060,070 1,762,634 

 

           

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価

差額金 
評価・換算差額等合計 

当期首残高 △100,564 4,294,970 109,923 109,923 4,404,894 

当期変動額           

剰余金の配当   △66,174     △66,174 

当期純利益   350,734     350,734 

固定資産圧縮積立金の
積立         － 

自己株式の取得 △21 △21     △21 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）     △96,695 △96,695 △96,695 

当期変動額合計 △21 284,538 △96,695 △96,695 187,843 

当期末残高 △100,585 4,579,508 13,228 13,228 4,592,737 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式

 移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法
 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1)未成業務支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2)貯蔵品

先入先出法による原価法
 

３．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法
 

４．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法

 但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50年

工具、器具及び備品 ３～20年

(2)少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採用しております。

(3)無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）による定額法を採用し

ております。

(4)長期前払費用

均等償却
 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。
 

６．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)受注損失引当金

 受注業務に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持業務のうち損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合、損失見込額を計上しております。
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(3)退職給付引当金 

 従業員及び執行役員の退職金の支給に備えるため設定しております。従業員部分については、従業員の

退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

  数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま

す。

③ 簡便法の採用

  執行役員の退職慰労金制度は、退職給付債務及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
 

７．売上高の計上基準 

完成基準によっております。

 
８．ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については特例処理の要件を充たす場合には、当該処理方法を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

（金利関連）金利スワップ取引

ヘッジ対象

（金利関連）長期借入金

(3)ヘッジ方針

現在又は将来において、相場変動等による損失の可能性がある資産・負債が存在する場合に限り、相場

変動等によるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を利用する方針であり、短期的な売買差益の獲

得や投機を目的とするデリバティブ取引は一切行わない方針であります。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

 特例処理の要件を充たしている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。

 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。

(2)退職給付に係る会計処理

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の

方法と異なっております。
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（会計方針の変更）

 （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

 なお、当事業年度において財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

（表示方法の変更）

 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務
諸表等規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。 

 また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注

記に変更しております。 

 

以下の事項について、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第８条の６に定めるリース取引に関する注記については、同条第４項により、記載を省略して 

おります。 

・財務諸表等規則第８条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し

ております。

・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第２項により、記載を省略しており
ます。 

・財務諸表等規則第26条の２に定める減損損失累計額の注記については、同条第５項により、記載を省略してお 

ります 

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略し 

ております。 

・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第２項により、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第95条の３の２に定める減損損失に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し 

ております。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項によ 

り、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第95条の５の３に定める潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に関する注記については、 

同条第４項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略しており 

ます。 
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（貸借対照表関係）

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度 

（平成27年６月30日） 
当事業年度 

（平成28年６月30日） 

未成業務支出金 1,661,302千円 1,940,897千円 

貯蔵品 469 487 

計 1,661,772 1,941,385 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成27年６月30日）
当事業年度

（平成28年６月30日）

 建物 331,254千円 313,468千円

 土地 2,039,592 2,039,592

計 2,370,846 2,353,061

 

 担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成27年６月30日）
当事業年度

（平成28年６月30日）

 １年内返済予定の長期借入金 100,000千円 100,000千円

 長期借入金 125,000 25,000

計 225,000 125,000

 

※３ 関係会社に対する金銭債権債務は、次のとおりであります。 

 
前事業年度

（平成27年６月30日）
当事業年度

（平成28年６月30日）

 短期金銭債権 1,672千円 540千円

 短期金銭債務 43,451 55,211
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（損益計算書関係）

 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

前事業年度
（自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日）

当事業年度
（自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日）

 営業取引による取引高 318,917千円   381,879千円

 営業取引以外の取引による取引高 4,943   9,560

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60.4％、当事業年度61.9％、一般管理費に属する費 

用のおおよその割合は前事業年度39.6％、当事業年度38.1％であります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度 
（自 平成26年７月１日 
至 平成27年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成27年７月１日 
至 平成28年６月30日） 

取引関連費(注) 314,394千円   302,517千円 

従業員給料及び手当 1,108,176   1,142,119 

退職給付費用 55,400   44,717 

減価償却費 44,979   42,388 

貸倒引当金繰入額 767   36 

  (注)取引関連費はプロポーザル方式等の発注に対する受注活動に伴い発生した費用であります。
 
 

※３ 固定資産売却益 
 当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日） 
 固定資産売却益21,954千円は、旧東京支社の建物及び構築物、土地などの売却によるものであります。 

 
※４ 投資有価証券売却益 
 前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） 
 投資有価証券売却益は、保有するその他有価証券を一部売却したことによるものであります。 

 
※５ 退職給付信託設定益 
 前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） 
 退職給付信託設定益は、保有する投資有価証券を退職給付信託に拠出したことによるものであります。 

 

※６ 事務所移転費用 

 前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） 

 主要な事業拠点である東京支社の移転準備、引越作業に要する移転先社屋の営業開始前の期間に係る臨時

的に発生した家賃等であります。

 

 当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日） 

 主要な事業拠点である関東支社（旧東京支社）の移転費用および移転準備、引越作業に要する移転先社屋

の営業開始前の期間に係る臨時的に発生した家賃であります。 

 

（有価証券関係）

 子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式40,000千円、前事業年度の貸借

対照表計上額は関係会社株式20,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、記載しておりません。 
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成27年６月30日）
 

当事業年度
（平成28年６月30日）

繰延税金資産     

未払費用 76,897千円  62,410千円

未払事業税等 19,772   11,616

受注損失引当金 4,203   8,652

退職給付引当金 203,886   188,806

未払役員退職慰労金 2,170   2,056

退職給付信託設定額 52,430   49,998

貸倒引当金 14,632   11,366

投資有価証券評価損 25,113   23,791

減損損失 174,595   24,369

資産除去債務 16,358   19,845

その他有価証券評価差額金 －   1,969

その他 15,049   11,745

繰延税金資産小計 605,110   416,627

評価性引当額 △80,162   △37,185

繰延税金資産合計 524,948   379,442

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △33,608   △8,670

固定資産圧縮積立金 △1,193   △1,130

有形固定資産（資産除去債務対応分） △3,898   △9,089

退職給付信託設定益 △22,547   △21,361

繰延税金負債合計 △61,248   △40,251

繰延税金資産の純額 463,700   339,190

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成27年６月30日）
 

当事業年度
（平成28年６月30日）

法定実効税率 35.6％   33.1％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7   0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3   △0.1

住民税均等割 11.3   9.6

評価性引当額 △3.1   △7.7

試験研究費の特別税額控除 △3.5   △0.6

所得拡大税制の特別税額控除 △2.6   －

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 8.9   3.1

その他 △0.1   0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9   38.5

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の

法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業

年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3％から平成28年７月１日に開始す

る事業年度および平成29年７月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、

平成30年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6％となります。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は17,076千円減少し、法 

人税等調整額17,558千円、その他有価証券評価差額金が481千円、それぞれ増加しております。 
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（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区 分 資産の種類 当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

減価償却 
累計額 

 （千円） 

有形固定資産 

建物 583,154 90,590 71,254 55,623 546,867 1,411,826 

構築物 2,425 1,272 1,574 481 1,642 40,285 

車両運搬具 197 2,955 188 336 2,627 328 

工具、器具及び備品 107,027 81,583 3,627 77,133 107,850 479,907 

土地 2,392,958 － 171,900 － 2,221,058 － 

有形固定資産計 3,085,763 176,401 248,545 133,574 2,880,046 1,932,347 

無形固定資産 

ソフトウエア 88,788 21,455 － 37,070 73,173 － 

ソフトウエア仮勘定 46,500 967 － － 47,467 － 

電話加入権 18,431 － － － 18,431 － 

無形固定資産計 153,720 22,422 － 37,070 139,072 － 

（注）１．建物の増加額は、主として関東支社の移転に伴う社屋の内装工事および既存建物設備の更新によるもの

 であります。 

２．工具、器具及び備品の増加額は、主としてコンピュータ機器等の購入によるものであります。 

３．建物及び土地の減少額は、主に旧東京支社の移転に伴う社屋および駐車場の売却によるものであります。 

 

【引当金明細表】

科目
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 45,254 1,892 10,021 37,125

受注損失引当金 12,700 28,000 12,700 28,000

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（３）【その他】

① 決算日後の状況 

 特記事項はありません。

② 訴訟

 該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 ９月中

基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日 ６月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。但し電子公告によることができない事故その他や

むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

公告掲載ＵＲＬ 

http://www.ne-con.co.jp/

株主に対する特典

株主優待制度 

 毎年６月30日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元（100株）以上

を保有されている株主を対象に保有株式数と継続保有期間に応じて、特産

品等を掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品を1点お選びいた

だき贈呈いたします。 

保有株式数／継続保有期間（注） ２年未満 ２年以上

 100株以上1,000株未満   500円相当 1,000円相当

 1,000株以上10,000株未満 1,000円相当 2,000円相当

 10,000株以上 2,000円相当 4,000円相当

（注） 継続保有期間とは、いずれの時点においても株主名簿に記載された

日から基準日（６月30日）までに同一の株主番号で継続して保有した

期間をいいます。 

 （注） 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、会社法189条第２項各号に掲げる権

利、会社法166条第１項の規定による請求をする権利、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利なら

びにその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利以外の権利を

有していない旨を定款に定めております。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書

 事業年度（第53期）（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）平成27年９月24日関東財務局長に提出

(2)内部統制報告書及びその添付書類

 平成27年９月24日関東財務局長に提出

(3)四半期報告書及び確認書

（第54期第１四半期）（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日）平成27年11月12日関東財務局長に提出

（第54期第２四半期）（自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日）平成28年２月12日関東財務局長に提出

（第54期第３四半期）（自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31日）平成28年５月16日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

     

 

      平成２８年９月２３日

大日本コンサルタント株式会社      

 

  取 締 役 会 御中  

 

  有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 内田 淳一  印 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 山本 千鶴子 印 

 

＜財務諸表監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている大日本コンサルタント株式会社の平成２７年７月１日から平成２８年６月３０日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

 監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大日

本コンサルタント株式会社及び連結子会社の平成２８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 



＜内部統制監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大日本コンサルタント株式

会社の平成２８年６月３０日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。 

 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、大日本コンサルタント株式会社が平成２８年６月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上

（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 

 



 
  独立監査人の監査報告書  

     

 

      平成２８年９月２３日

大日本コンサルタント株式会社      

 

  取 締 役 会 御中  

 

  有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 内田 淳一  印 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 山本 千鶴子 印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている大日本コンサルタント株式会社の平成２７年７月１日から平成２８年６月３０日までの第５４期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい

て監査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大日本コ

ンサルタント株式会社の平成２８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上

（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 

 


